
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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す
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を
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特
定
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活
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法
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変
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の
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請
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た
件
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〇

○
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良
区
の
役
員
が
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退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
六
件

福
島
県
警
察
本
部

二
四
四

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

正

誤

二
四
五

○
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
八
十
七
号
中

規

則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
一
号

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
協
同
組
合
連
合
会
」
の
下
に
「
（
以
下
「
事
業
協
同
組
合
等
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
一
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
又
は
協
同
組
合
の
組
合
員
等
」
を
「
若
し
く
は
協
業
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は

所
属
員
（
以
下
「
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
営
金
融
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号
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別
表
３
の
項
中｢事

業
協
同
組
合
｣

を｢事
業
協
同
組
合
等
｣

に
改
め
、｢､

協
同
組
合
連
合
会
｣

を
削
り
、｢又

は
出
資
会
社
｣

を｢若
し
く
は
出
資
会
社
又
は
事
業
協
同
組
合
等
若
し
く
は
事
業
協
同

小
組
合
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
､
企
業
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
｣

に
改
め
、
同
表
５

の
項
中｢又

は
協
業
組
合
｣

を｢､
協
業
組
合
又
は
特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中

小
事
業
者
､
企
業
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
｣

に
改
め
、
同
表
７
の
項
中｢組

合
員
又
は
所
属
員
(以

下
｢組
合
員
等
｣
と
い
う
｡
)
｣

を｢組
合
員
等
｣

に
改
め
、｢

(特
定
中
小
企
業
団
体
に
設
置
す
る

電
子
計
算
機
に
接
続
す
る
情
報
処
理
設
備
を
併
せ
て
取
得
し
､
組
合
員
等
に
買
取
予
約
付
き
で
賃
貸
す

る
も
の
を
除
く
｡
)
｣

を
削
り
、
同
表
９
の
項
中｢事

業
協
同
組
合
若
し
く
は
協
同
組
合
連
合
会
又
は

事
業
協
同
組
合
若
し
く
は
協
同
組
合
連
合
会
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
､
企
業
組
合
又
は

協
業
組
合
｣

を｢事
業
協
同
組
合
等
又
は
事
業
協
同
組
合
等
の
組
合
員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
､

企
業
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
｣

に
改
め
、
同
表
10
の
項
中｢事

業
協
同
組
合
､
協
同
組
合
連
合
会
｣

を｢事
業
協
同
組
合
等
｣

に
改
め
る
。
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１

平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
に
資
格
（
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
及
び
第
二
百
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般

競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
り
工
事
若
し
く
は

製
造
の
請
負
契
約
又
は
測
量
、
工
事
の
設
計
若
し
く
は
工
事
に
関
す
る
調
査
の
委
託
契
約
（
地
方
公

共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七

十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
審
査

を
申
請
す
る
、
警
戒
区
域
等
（
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）

附
則
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
の
地
方
公
共
団
体
の

長
に
対
す
る
指
示
（
以
下
「
本
部
長
指
示
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
お
い
て
同
項
の
警
戒
区
域
に

設
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
又
は
同
月
二
十
二
日
に
お
い
て
本
部
長
指
示
に
よ
り
居
住
者
等
が

計
画
的
な
立
退
き
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
若
し
く
は
緊
急
時
に
避
難
の
た
め
の
立
退
き
若
し
く

は
屋
内
へ
の
退
避
が
可
能
な
準
備
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
定
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域
内
に
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
事
業
所
が
あ
っ
た
個
人
又

は
本
店
が
あ
っ
た
法
人
若
し
く
は
県
内
に
お
い
て
警
戒
区
域
等
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
区
域

内
に
の
み
支
店
が
あ
っ
た
法
人
（
以
下
「
警
戒
区
域
等
内
法
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
申
請
に

係
る
審
査
基
準
日
（
資
格
の
審
査
の
基
準
と
な
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契

約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る

件
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
告
示
第
五
十
九
号
。
以
下
「
五
十
九
号
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
の
第

二
号
中
「
西
暦
に
お
け
る
奇
数
年
（
以
下
「
奇
数
年
」
と
い
う
。
）
の
一
月
一
日
又
は
七
月
一
日
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
、
「
当
該
審
査
基
準
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
四
及
び
第
五
中
「
毎
年
一
月
一
日
又
は
七

月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
六
の
第
四
号

中
(二)

「
奇
数
年
の
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
、
「
年
の
」
と
あ
る
の

は
「
年
の
翌
々
年
の
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
を
審
査
基
準
日
と
し
た
警
戒
区
域
等
内
法
人

等
に
対
す
る
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
の
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
の
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
工
事
請
負
契
約
等
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
め
る
件
（
平
成
二
十
四
年

福
島
県
告
示
第
四
百
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

第
六
の
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
を
審
査
基
準
日
と
し
た
警
戒
区
域
等
内
法

人
等
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
三
・
二
十
四
年
度
福
島
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
者
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の
の
う
ち
経
営
事
項
審
査
の
受
審
日
が
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
五
十
九
号
告
示
第
四
の
第
二
号

中
「
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
る
規
格
（
以
下
「
国
際

(五)

規
格
」
と
い
う
。
）
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
国
際
規

格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
四
〇
〇
一
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
一
四
〇
〇
一
の
認
証
の
取
得
」
と
あ
る

の
は
「
福
島
県
内
に
お
け
る
東
日
本
大
震
災
等
（
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い

う
。
）
、
平
成
二
十
三
年
七
月
新
潟
・
福
島
豪
雨
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
八
月
一
日

ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定

に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
を
い

う
。
）
又
は
平
成
二
十
三
年
台
風
第
十
五
号
に
よ
る
災
害
（
平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
月

二
十
三
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
並
び
に
こ
れ
に
対
し

適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
激
甚
災
害
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
福
島
県
と
の
災
害
応
援
協
定
若
し

く
は
維
持
補
修
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
く
出
動
の
実
績
又
は
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣

の
実
績
」
と
、
五
十
九
号
告
示
第
六
の
第
一
号

ア

中
「
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
九
〇
〇
一
若
し
く
は

(二)

(キ)

日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
九
〇
〇
一
又
は
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
四
〇
〇
一
若
し
く
は
日
本
工
業
規
格

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
一
四
〇
〇
一
の
認
証
を
取
得
し
て
い
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
等
に
係
る

福
島
県
と
の
災
害
応
援
協
定
若
し
く
は
維
持
補
修
業
務
委
託
契
約
に
基
づ
く
出
動
の
実
績
又
は
建
築

物
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣
の
実
績
が
あ
る
も
の
」
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
五
十
九
号

告
示
第
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
五
十
九
号
告
示
第

四
中
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
（
第
二
号
(五)

に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
）
」
と
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
入
札
監
理
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休

業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
補

償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
千
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
二
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
六
一
三
円
」
を
「
四
、
五
〇
三
円
」
に
、
「
一
二
、
九
五
四

円
」
を
「
一
二
、
九
三
五
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
〇
二
八
円
」

を
「
五
、
〇
〇
七
円
」
に
、
「
一
二
、
九
五
四
円
」
を
「
一
二
、
九
三
五
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五
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歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
六
四
八
円
」
を
「
五
、
六
一
八
円
」
に
、
「
一
三
、
〇
九
〇
円
」

を
「
一
三
、
六
三
四
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
二
〇
八
円
」
を

「
六
、
一
一
二
円
」
に
、
「
一
五
、
九
四
四
円
」
を
「
一
六
、
一
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
五
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
六
四
七
円
」
を
「
六
、
五
二
七
円
」
に
、
「
一
八
、
四
九
八
円
」
を

「
一
八
、
五
三
五
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
九
二
五
円
」
を
「
六
、

七
四
一
円
」
に
、
「
二
一
、
六
八
五
円
」
を
「
二
一
、
九
一
一
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五

十
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
九
〇
三
円
」
を
「
六
、
八
六
一
円
」
に
、
「
二
三
、
五
二
四
円
」
を
「
二
四
、

四
五
五
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
六
、
五
五
一
円
」
を
「
六
、
四
七

九
円
」
に
、
「
二
四
、
五
五
一
円
」
を
「
二
四
、
九
九
五
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
項
中
「
五
、
七
五
七
円
」
を
「
五
、
八
一
一
円
」
に
、
「
二
三
、
〇
五
二
円
」
を
「
二
三
、
一

七
一
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
六
〇
二
円
」
を
「
四
、
六
八
三

円
」
に
、
「
一
九
、
〇
九
〇
円
」
を
「
一
九
、
八
一
六
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未

満
の
項
中
「
一
五
、
二
四
七
円
」
を
「
一
四
、
三
七
六
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
歳
以
上
の
項
中
「
一

二
、
九
五
四
円
」
を
「
一
二
、
九
三
五
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
（
本
則
の
表
二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
三
、
〇
九
〇
円
」
を
「
一
三
、

六
三
四
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
一
五
、
九
四
四
円
」
を

「
一
六
、
一
三
〇
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
項
中
「
一
八
、
四
九

八
円
」
を
「
一
八
、
五
三
五
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二

一
、
六
八
五
円
」
を
「
二
一
、
九
一
一
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の

項
中
「
二
三
、
五
二
四
円
」
を
「
二
四
、
四
五
五
円
」
に
改
め
る
部
分
、
同
表
五
十
歳
以
上
五
十
五

歳
未
満
の
項
中
「
二
四
、
五
五
一
円
」
を
「
二
四
、
九
九
五
円
」
に
改
め
る
部
分
、
五
十
五
歳
以
上

六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
三
、
〇
五
二
円
」
を
「
二
三
、
一
七
一
円
」
に
改
め
る
部
分
及
び
六
十
歳

以
上
六
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
一
九
、
〇
九
〇
円
」
を
「
一
九
、
八
一
六
円
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
に
係
る
年
金
た
る

補
償
及
び
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
を
定
め
る
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一

日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の

補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

太
平
寺
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
九
一
―
三

平
成
二
五
年
三

月
一
日

や
ま
お
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
笹
谷
字
谷
地
南
三
二
―
六

同

か
べ
や
耳
鼻
咽
喉
科

会
津
若
松
市
千
石
町
九
―
二
〇

同

明
渓
醫
院

白
河
市
明
戸
九
八
―
二

同

年
二

月
一
日

入
野
歯
科
医
院

福
島
市
三
河
南
町
一
四
―
七

同

年
四

月
一
日

ク
リ
ニ
ッ
ク
お
お
ま
ち
歯
科

白
河
市
登
り
町
二
二

同

年
二

月
一
日

山
田
歯
科
医
院

田
村
郡
小
野
町
大
字
小
野
新
町
字
東
馬
番
三
―
一

同

年
一

月
一
日

太
平
調
剤
薬
局

福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
九
〇
―
五

同

年
三

月
一
日

う
さ
ぎ
薬
局
と
や
の
店

福
島
市
鳥
谷
野
字
宮
畑
六
五
―
二

同

年
四

月
一
日

う
さ
ぎ
薬
局
野
田
町
店

福
島
市
野
田
町
一
―
一
三
―
五
四

同

う
さ
ぎ
薬
局
南
沢
又
店

福
島
市
南
沢
又
字
松
北
町
二
―
一
四
―
五

同

う
さ
ぎ
薬
局
せ
の
う
え
店

福
島
市
瀬
上
町
字
寺
前
一
―
一
二

同

千
石
調
剤
薬
局

会
津
若
松
市
千
石
町
九
―
二
三

同

年
三

月
一
日

ゼ
ネ
フ
ァ
ー
ム
薬
局
小
浜
店

二
本
松
市
小
浜
字
新
町
一
九

同

年
四

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

変

更

前

変

更

後

医
療
法
人
誠
愛
会
原
町
中

医
療
法
人
誠
愛
会
南
相
馬
中

南
相
馬
市
原
町
区
橋
本
町
一
―
三
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央
産
婦
人
科
医
院

央
医
院

―
二

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
(中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

や
ま
お
ク
リ
ニ
ッ
ク

福
島
市
笹
谷
字
稲
場
二
八
―
五

平
成
二
五
年
二

月
二
八
日

医
療
法
人
鏡
渕
外
科
胃
腸
科

会
津
若
松
市
古
川
町
一
〇
―
八

同

年
三

月
三
一
日

ク
リ
ニ
ッ
ク
お
お
ま
ち

白
河
市
登
り
町
二
二

同

年
一

月
三
一
日

福
島
県
立
喜
多
方
病
院

喜
多
方
市
字
稲
清
水
二
三
三
四

同

年
三

月
三
一
日

ク
リ
ニ
ッ
ク
お
お
ま
ち
歯
科

白
河
市
登
り
町
二
二

同

年
一

月
三
一
日

山
田
歯
科
医
院

田
村
郡
小
野
町
大
字
小
野
新
町
字
東
馬
番
三
―
一

平
成
一
七
年
四

月
一
二
日

薬
局
お
く
す
り
本
舗
桜
台
店

福
島
市
田
沢
字
桜
台
三
六
―
八

平
成
二
五
年
一

月
三
一
日

う
さ
ぎ
薬
局
と
や
の
店

福
島
市
鳥
谷
野
字
宮
畑
六
五
―
二

同

年
三

月
三
一
日

う
さ
ぎ
薬
局
野
田
町
店

福
島
市
野
田
町
一
―
一
三
―
五
四

同

う
さ
ぎ
薬
局
南
沢
又
店

福
島
市
南
沢
又
字
松
北
町
二
―
一
四
―
五

同

う
さ
ぎ
薬
局
せ
の
う
え
店

福
島
市
瀬
上
町
字
寺
前
一
―
一
二

同

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
喜
多
方
店

喜
多
方
市
字
北
町
上
一

同

年
三

月
三
〇
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、

次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

休
止
年
月
日

調
剤
薬
局
け
や
き
鹿
島
店

南
相
馬
市
鹿
島
区
鹿
島
字
町
一
五
七

平
成
二
四
年
五

月
一
日

堀
切
薬
局

福
島
市
飯
坂
町
湯
野
字
湯
ノ
上
三
六

平
成
二
五
年
一

月
四
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
)
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
あ
ん

摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

折
笠

鶴
平

郡
山
市
田
村
町
下
道

ふ
れ
あ
い
心
の

須
賀
川
市
影
沼
町
一
一

平
成
二
五
年
四

渡
字
大
森
七
一

サ
ー
ビ
ス

一
―
三

月
一
日

佐
藤

敬
一

須
賀
川
市
小
作
田
字

同

同

同

山
ノ
坊
四
六
―
八

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
で
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条

の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護

法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
柔
道

整
復
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏

名

住

所

施
術
所
名

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

安
田

真
也

須
賀
川
市
岡
東
町
四

ふ
じ
整
骨
院

須
賀
川
市
芦
田
塚
一
八

平
成
二
五
年
三

―
五

月
一
日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
五

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
バ
リ
ュ
ー
し
お
か
わ

福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
栄
町
三
丁
目
三
番
地
四

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

代
表
理
事

熊
谷

純
一

（
変
更
後
）
生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

代
表
理
事

荒
井

信
夫

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
福
島
県
喜
多
方
市
字
二
丁
目
四
千
六
百
六
十
九
番
地
二

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

代
表
理
事

熊
谷

純
一

（
変
更
後
）
福
島
県
喜
多
方
市
字
二
丁
目
四
千
六
百
六
十
九
番
地
二

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

代
表
理
事

荒
井

信
夫

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
七
月
十
三
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
五
年
五

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｐ
バ
リ
ュ
ー
し
お
か
わ

福
島
県
喜
多
方
市
塩
川
町
栄
町
三
丁
目
三
番
地
四

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
た
だ
し
、
年
間
百
日
午
前
九
時
）

（
変
更
後
）
午
前
九
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

（
変
更
前
）
午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
百
日
午
前
八
時
四
十

五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
）

（
変
更
後
）
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
十
九
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
い
づ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
五
年
五
月
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

須
賀
川
瓦
斯
株

須
賀
川
市
卸
町
四
四

平
成
二
五
年
五
月
一
四
日
か
ら
平

須
賀
川
市
北
上
町
八
四

式
会
社

番
地

成
三
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で

番
地
一

同

同

同

田
村
市
船
引
町
東
部
台

四
丁
目
一
一
番
地

同

同

同

石
川
郡
石
川
町
長
久
保

二
四
六
番
地
の
一

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
百
四
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
復
興
ヨ
ー
ガ
の
風

三

代
表
者
の
氏
名

今
村

幸
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
上
野
寺
字
舘
四
十
七
番
地
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ガ
療
法
の
普
及
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
被
災
者
の
健
康
の
回
復
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
四
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
グ
ノ
リ
ア
の
灯

三

代
表
者
の
氏
名

山
本

忍

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
石
川
郡
玉
川
村
大
字
四
辻
新
田
字
諏
訪
平
百
二
十
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
東
日
本
大
震
災
、
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
汚
染
に
対
し
て
、
環
境
の
改
善
、
人

々
の
健
康
増
進
に
関
す
る
事
業
を
、
地
球
規
模
の
視
座
、
長
期
的
な
展
望
を
持
っ
て
継
続
的
に
行
い
、

人
類
の
進
歩
、
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
四
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
達
南
精
神
保
健
福
祉
会

三

代
表
者
の
氏
名

菅
野

善
昭

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
伊
達
郡
川
俣
町
字
新
中
町
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
と
そ
の
家
族
の
よ
り
よ
い
地
域
生
活
の
実
現
に
向
け
、
精
神
障
害
者

と
そ
の
家
族
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
共
に
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
四
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
五
月
十
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
医
療
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

奥

真
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
堤
下
町
十
三
番
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
民
に
対
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
Ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｍ
ｕ
ｎ
ｉ
ｃ
ａ

ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
）
に
よ
り
先
進
的
な
医
学
・
医
療
技
術
を
活
用
し
た
医
療
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
と
、
医
療
改
革
に
お
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
中
心
的
な
役
割

を
担
う
必
要
が
あ
る
べ
き
と
考
え
、
事
業
者

、
医
療
機
関
や
大
学

、
行
政

等
を
連
携
さ
せ
て
、

（産）

（学）

（官）

情
報
の
有
効
活
用
を
推
進
す
る
為
の
活
動
支
援
を
行
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
よ
り
良
い
医
療
サ
ー
ビ
ス

を
推
進
す
る
保
健
医
療
福
祉
地
域
作
り
と
環
境
基
盤
作
り
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

請
戸
川
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

井
戸
川

克
隆

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
郡
山
字
馬
場
一
一
六
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

伊
澤

史
朗

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
新
山
字
下
条
一
二
六
番
地
の
一

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

広
野
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

根
本

唯
一
郎

双
葉
郡
広
野
町
大
字
折
木
字
高
倉
一
七
番
地

同

鯨
岡

孝
行

同

郡
同

町
大
字
下
浅
見
川
字
久
保
一
番
地

同

渡
邉

正
俊

同

郡
同

町
大
字
上
北
迫
字
北
の
内
前
二
三
番
地

同

門
馬

巧

同

郡
同

町
大
字
上
北
迫
字
土
ヶ
目
木
五
番
地

同

芳
賀

吉
幸

同

郡
同

町
大
字
上
浅
見
川
字
大
谷
内
五
七
番
地

同

大
和
田

義
英

同

郡
同

町
大
字
下
北
迫
字
東
町
一
四
番
地

同

渡
邉

乙
彦

同

郡
同

町
大
字
折
木
字
上
原
八
五
番
地

監
事

秋
田

實

同

郡
同

町
大
字
折
木
字
西
の
沢
九
三
番
地
一

同

根
本

賢
仁

同

郡
同

町
大
字
下
浅
見
川
字
松
下
一
二
番
地

同

松
本

幸
一

同

郡
同

町
大
字
下
北
迫
字
宮
田
六
四
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

根
本

唯
一
郎

双
葉
郡
広
野
町
大
字
折
木
字
高
倉
一
七
番
地

同

大
和
田

義
英

同

郡
同

町
大
字
下
北
迫
字
東
町
一
四
番
地

同

渡
邉

正
俊

同

郡
同

町
大
字
上
北
迫
字
北
の
内
前
二
三
番
地

同

門
馬

巧

同

郡
同

町
大
字
上
北
迫
字
土
ヶ
目
木
五
番
地

同

根
本

安
知

同

郡
同

町
大
字
上
浅
見
川
字
長
畑
五
三
番
地
一

同

猪
狩

和
也

同

郡
同

町
大
字
下
浅
見
川
字
久
保
六
番
地

同

渡
邉

乙
彦

同

郡
同

町
大
字
折
木
字
上
原
八
五
番
地

監
事

根
本

賢
仁

同

郡
同

町
大
字
下
浅
見
川
字
松
下
一
二
番
地

同

秋
田

實

同

郡
同

町
大
字
折
木
字
西
の
沢
九
三
番
地
一

同

松
本

幸
一

同

郡
同

町
大
字
下
北
迫
字
宮
田
六
四
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

飯
舘
村
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

菅
野

典
雄

相
馬
郡
飯
舘
村
佐
須
字
佐
須
五
二
番
地

同

末
永

瑞
夫

同

郡
同

村
深
谷
字
深
谷
一
〇
〇
番
地

同

山
田

進

同

郡
同

村
伊
丹
沢
字
山
田
八
二
番
地

同

菅
野

智

同

郡
同

村
草
野
字
大
北
九
五
番
地

同

庄
司

久

同

郡
同

村
小
宮
字
反
田
七
五
番
地

同

高
橋

松
一

同

郡
同

村
須
萱
字
水
上
三
八
二
番
地

同

赤
石
澤

正
夫

同

郡
同

村
飯

字
前
田
一
六
八
番
地

同

赤
石
澤

典
彦

同

郡
同

村
飯

字
大
平
二
〇
〇
番
地

同

細
川

敏
夫

同

郡
同

村
飯

字
大
火
三
二
三
番
地

同

菅
野

義
人

同

郡
同

村
比
曽
字
中
比
曽
四
一
五
番
地

同

菅
野

治

同

郡
同

村
松
塚
字
松
塚
一
〇
〇
番
地

同

佐
藤

忠
義

同

郡
同

村
前
田
字
福
田
六
五
番
地

監
事

八
巻

良
清

同

郡
同

村
草
野
字
沢
目
木
二
一
番
地

同

伊
東

利

同

郡
同

村
関
沢
字
大
橋
一
一
五
番
地

同

古
川

信

同

郡
同

村
飯

字
町
一
七
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

菅
野

典
雄

相
馬
郡
飯
舘
村
佐
須
字
佐
須
五
二
番
地

同

末
永

瑞
夫

同

郡
同

村
深
谷
字
深
谷
一
〇
〇
番
地

同

木
幡

良
勝

同

郡
同

村
伊
丹
沢
字
山
田
二
二
五
番
地

同

菅
野

智

同

郡
同

村
草
野
字
大
北
九
五
番
地

同

庄
司

久

同

郡
同

村
小
宮
字
反
田
七
五
番
地

同

高
橋

松
一

同

郡
同

村
須
萱
字
水
上
三
八
二
番
地

同

赤
石
澤

正
夫

同

郡
同

村
飯

字
前
田
一
六
八
番
地

同

赤
石
澤

典
彦

同

郡
同

村
飯

字
大
平
二
〇
〇
番
地

�

������
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同

細
川

敏
夫

同

郡
同

村
飯

字
大
火
三
二
三
番
地

同

菅
野

義
人

同

郡
同

村
比
曽
字
中
比
曽
四
一
五
番
地

同

菅
野

治

同

郡
同

村
松
塚
字
松
塚
一
〇
〇
番
地

同

佐
藤

忠
義

同

郡
同

村
前
田
字
福
田
六
五
番
地

監
事

八
巻

良
清

同

郡
同

村
草
野
字
沢
目
木
二
一
番
地

同

伊
東

利

同

郡
同

村
関
沢
字
大
橋
一
一
五
番
地

同

古
川

信

同

郡
同

村
飯

字
町
一
七
〇
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

高
木
用
水
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

川
名

一
幸

本
宮
市
高
木
字
赤
木
三
六
一
番
地
一

同

菊
地

章

同

市
高
木
字
戸
崎
九
四
番
地
三

同

千
葉

清

同

市
高
木
字
北
ノ
脇
二
二
番
地
の
二

同

佐
々
木

正
一

同

市
高
木
字
大
学
一
三
番
地
の
四

同

根
本

博

同

市
高
木
字
原
一
二
番
地
一

監
事

増
子

傳

同

市
高
木
字
大
屋
敷
三
八
番
地

同

日
向

一
雄

同

市
高
木
字
久
保
三
五
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

増
子

秀
樹

本
宮
市
高
木
字
原
三
一
番
地

同

増
子

喜
一

同

市
高
木
字

向
七
二
番
地

同

増
子

昭
治

同

市
高
木
字

向
三
二
番
地
三

同

菊
地

和
人

同

市
高
木
字
山
王
川
原
一
一
番
地

同

遠
藤

巖

同

市
高
木
字
根
岸
三
七
番
地
一

同

根
本

博

同

市
高
木
字
原
一
二
番
地
一一

監
事

根
本

市
德

同

市
高
木
字
原
一
五
番
地

同

太
田

雅
久

同

市
高
木
字
北
ノ
脇
三
〇
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

赤
羽
新
屋
敷
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

江
尻

光
男

石
川
郡
石
川
町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
一
一
五
番
地
の
二

同

江
尻

啓

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
〇
八
番
地

同

水
野
谷

公
雄

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
六
〇
番
地

同

佐
川

利
秋

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
達
中
久
保
六
四
番
地

同

藤
田

浩
伸

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
一
七
番
地

同

郷

三
記
雄

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
塩
塚
四
一
番
地

同

郷

善
之

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
二
九
番
地

同

郷

勝
重

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
塩
塚
四
番
地
の
一

同

吉
田

家
継

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鳥
内
二
六
番
地

監
事

佐
川

正
弘

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
六
六
番
地

同

郷

誠
一

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
五
一
番
地
の
一

同

野
内

武
夫

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鷹
ノ
巣
五
八
番
地
の
三

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

江
尻

義
男

石
川
郡
石
川
町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
〇
〇
番
地

同

佐
川

夫

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
二
二
番
地

同

佐
川

力
夫

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
四
八
番
地

同

江
尻

滋

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
新
宿
一
二
七
番
地

同

佐
川

泰
治

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
韮
草
二
三
番
地

同

小
湊

健

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
韮
草
二
五
番
地

同

郷

誠
一

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
五
一
番
地
の
一

同

三
瓶

正
一

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
新
覚
六
五
番
地

同

三
瓶

一

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
村
山
一
三
番
地
の
二

同

吉
田

博

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鳥
内
一
四
番
地
の
イ

監
事

佐
川

正
弘

同

郡
同

町
大
字
赤
羽
字
森
屋
段
六
六
番
地

同

國
井

松
夫

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
村
山
五
番
地

同

吉
田

謙
次

同

郡
同

町
大
字
新
屋
敷
字
鷹
ノ
巣
五
八
番
地
の
八

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

�

�
��

�

同

根
本

守

同

市
高
木
字
久
保
四
七
番
地

�
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と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

母
畑
地
区
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

三
本
木

規

郡
山
市
田
村
町
正
直
字
南
三
四
番
地

同

大
越

一
紀

同

市
田
村
町
大
供
字
西
原
八
七
番
地

同

矢
吹

照
男

同

市
田
村
町
岩
作
字
坂
ノ
上
六
九
番
地

同

横
田

德
夫

須
賀
川
市
塩
田
字
中
屋
敷
一
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福 島 県 警 察 本 部 公 告 第 ６ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 汎 用 電 子 計 算 シ ス テ ム 機 器 の 賃

貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役
務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭
和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り
公 告 す る 。

平 成 25年 ５ 月 24日
福 島 県 警 察 本 部 長 平 井 興 宣

１ 入 札 に 付 す る 事 項
借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量 汎 用 電 子 計 算 シ ス テ ム 機 器 一 式 （ 搬 入 、 据 付 け 、 組(1 )

立 て 、 調 整 、 機 器 保 守 、 撤 去 等 を 含 む 。 ）
借 入 物 品 の 仕 様 等 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。(2 )
借 入 期 間 平 成 26年 １ 月 １ 日 か ら 平 成 30年 12月 31日 ま で(3 )
納 入 場 所 仕 様 書 に よ る 。(4 )

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。
地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い(1 )

者 で あ る こ と 。
こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 福 島 県 か ら 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 又 は 指 名(2 )

停 止 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。
仕 様 書 に 定 め る 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 類 似 す る 物 品 に つ い て 、 生 産 し 、(3 )

販 売 し 、 又 は 貸 与 し た 相 当 期 間 の 実 績 を 有 す る 者 で あ る こ と 。
当 該 物 品 を 借 入 期 間 中 確 実 に 貸 与 で き る 者 で あ る こ と 。(4 )
当 該 物 品 に 係 る 保 守 、 修 理 、 部 品 供 給 等 を 借 入 期 間 中 円 滑 に 行 い 得 る 者 で あ る こ(5 )

と 。
３ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認

入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 、 ２ の (3 )に
掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 平 成 25年 ６ 月 19日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま
で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認 を 受 け る こ
と 。
郵 便 番 号 960 - 8 6 8 6 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
福 島 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課
電 話 024 - 5 2 2 - 2 1 5 1

４ 契 約 条 項 を 示 す 場 所 等
契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 等 の 配 布 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先 ３ に 掲 げ る 場(1 )

所 に 同 じ 。 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用
紙 50枚 程 度 が 入 る 大 き さ で 、 240円 分 の 切 手 を 貼 付 し た 宛 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 同 封
の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 請 求 す る こ と 。
入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 平 成 25年 ７ 月 ３ 日 （ 水 ） 午 後 １ 時 30分 福 島 県 庁(2 )

西 庁 舎 ３ 階 301会 議 室 （ 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号 ）
そ の 他 郵 便 に よ り 入 札 す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 平 成 25年 ７(3 )

月 ２ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に ３ に 掲 げ る 場 所 に 必 着 の こ と 。
５ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金

入 札 保 証 金 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保(1 )
証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 249条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。
契 約 保 証 金 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け(2 )

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

６ 入 札 の 無 効
２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示

す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。
７ そ の 他

契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨(1 )
入 札 方 法 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分(2 )

の ５ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
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る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 105
分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。
落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を(3 )
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
契 約 書 作 成 の 要 否 要(4 )
そ の 他 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。(5 )

８ Summ a r y
N a t u r e a n d q u a n t i t y o f p r o d u c t s f o r l e a s e : A l l - p u r p o s e E l e c t r o n i c C om p u t e r( 1 )

S y s t e m 1 s e t ( i n c l u d i n g r e l a t e d c o s t s o f i n s t a l l a t i o n , a s s e m b l i n g , a d j u s t m e n t ,
m a i n t e n a n c e , r em o v a l , a n d s o o n . )
T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y h a n d ) : 1 : 3 0 p . m . , 3 J u l y 2 0 1 3( 2 )
T i m e - l i m i t o f t e n d e r ( b y m a i l ) : 5 : 0 0 p . m . , 2 J u l y 2 0 1 3( 3 )
C o n t a c t p o i n t f o r t h e n o t i c e : A c c o u n t i n g D i v i s i o n , P o l i c e A d m i n i s t r a t i o n( 4 )

D e p a r t m e n t , F u k u s h i m a P r e f e c t u r a l P o l i c e H e a d q u a r t e r s , 2 - 1 6 S u g i t s u m a - c h o ,
F u k u s h i m a - s h i , F u k u s h i m a 9 6 0 - 8 6 8 6 J a p a n TEL02 4 - 5 2 2 - 2 1 5 1

（ 会 計 課 ）
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